
 

■忍び込み未遂が発生  
 2月 21日午後 11時から翌 22日午前 9時までの間にＡさん宅で忍び込み犯と思われる事件が発
生しました。幸い未遂に終わりましたがご家族は在宅でしたので、一つ間違えば強盗事件になる危

険がありました。状況は庭側の雨戸を 25 センチほど開けた跡が残っていますが、しっかりとロッ
クしていたのでそれ以上開けることができず諦めたようです。 
防犯パトロールで重点警戒していきますが、家の周囲をできるだけ明るくしておきましょう。特

に外灯、門灯は必ず点灯させてください。ご自分の家を守ることにもなります。 

■不可思議な事件 
昨年暮れに19街区、30街区、31街区に衣類を投げ込まれる事件がありました。玄関先や駐車場
の車の上などに背広の上着やズボンが置いてあるのです。また2軒のお宅には古い写真がそれぞれ
100枚ほどポストに入れられていたこともあります。どんな目的で投げ入れているのかは分かりま
せんが気味の悪い事件です。交番には届けてありますので同じような事例がありましたら、まちを

守る会の会員にお知らせ下さい。 
 なお、年を越えてからは発生していません。 

■冬休みに子ども会合同パトロールを行いました  
昨年の夏休みに実施し好評だった子ども会との合同パト

ロールを冬休みに入った年末に実施しました。冬休みは短

いので終業日の21日から大晦日の31日までの7日間と短

期間でしたが、寒い中元気にパトロールをしてくれました。 

今年も幸い年末年始も事件はなく、無事に過ごすことが

できました。 

 

■ユーカリ地区合同パトロールを行いました  
クライネスサービスがリーダーとなり快晴に恵ま

れた12月23日に、ユーカリ地区の合同パトロール
を行いました。 
参加自治会は我が2丁目のほか、1丁目、3丁目、

6 丁目、それに宮ノ台の各自治会、そして小竹小学
校、井野小学校、井野中学校の PTA などから総勢
131名と多くの人が集まりました。2丁目からも、
まちを守る会のメンバーを中心に 18 名の方が参加
してくださいました。順路は 3コース設定しましたが、私たちは 3丁目～2丁目、1丁目を通り 6
丁目を回るコースを担当し、約1時間半でパトロールを行いました。 
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■平成 19年(暦年)の犯罪統計  
  佐倉警察署発表の19年1月～12月1年間の犯罪発生状況データです。 

佐倉署管内のうち佐倉市内に限ってみると 

 

 

公共空間犯罪8罪種合計 

 

1,112件 

 

前年比－22.0％ 

 

侵入盗指定6手口合計  

 

206件 

 

前年比－34.8％ 

     

 このうちユーカリが丘交番担当地区は 

   

 

公共空間犯罪8罪種合計（注１） 

 

171件 

 

前年比－17.8％ 

 

侵入盗指定6手口合計（注２） 

 

 10件 

 

前年比－54.5％ 

 

自転車盗を除く公共空間犯罪 

  

前年比－35.0％ 

（注１）公共空間犯罪8罪種とは、ひったくり、路上強盗、自動車盗、オートバイ盗、自転車盗、      

車上ねらい、部品ねらい、自販機あらし 

（注２） 入盗指定6手口とは、空き巣、忍び込み、居空き、金庫破り、事務所荒らし、出店荒らし 

をいいます。 

発生件数は減少していますが油断はできません。お隣近所との連携で安全で安心して住める町を作

りましょう。 

 

■＜まちを守る会＞にご参加ください 
 防犯パトロールは月曜日、水曜日、金曜日および土曜日に活動します。 
土曜日は夜間パトロールです。他にスクールガードも行なっています。 

 所要時間はそれぞれ約１時間で、防犯パトロールは日中が午後３時から（夏時間は５時）、夜
間が午後８時からです。スクールガードは１年生、２年生の下校時間に合わせますが、基本は

月曜、水曜日が１時半から、金曜日が２時半からです。 

 防犯パトロールは町内をくまなく一巡します。坂道も多いのですが距離は約4.5Kmです。 
 冬でもうっすらと汗をかくほどのちょうど良い運動量です。運動不足の解消にもなります。 
 仲間の輪が広がりますし、町内を見て回ることで、自宅の防犯上の問題点もチェックできます。 
 ご都合のよいときに週１回でも結構です。参加いただけませんか？ 
詳しいことは、＜まちを守る会＞メンバー、または自治会役員、班長にお尋ねください。 

 

振り込め詐欺（オレオレ詐欺・架空請求・融資保証金詐欺）・悪質商法にご注意 

● すぐにお金を振り込まない。 

● 一人でお金を振り込まない。 

＊ 振り込む前に親類や警察、あるいは、まちを守る会会員に相談して下さい。 

悪質商法 無料点検などといって不必要なリフォームを持ちかけたり、急に訪ねてきて、うまい話

を持ちかけては高い商品を売りつけます。一度契約してしまうと、次々と業者が販売に訪れること

があります。 

● しつこいセールスには「いりません」をはっきりと言いましょう。断りにくいときには、まち

を守る会会員を呼んでください。                       （文責：小網） 


